
令和 8年３月 12日 

武生商工高等学校 

生徒・保護者各位 

武生商工高等学校 

生徒支援部 

自家用車による生徒の送迎について 

 
生徒の安全確保および近隣住民への配慮の観点から生徒の送迎について、以下のようにお願いします。皆様方の

ご協力をお願いします。 
 
・自家用車での送迎は可能な限り避け、自転車や公共交通機関での通学をお願いします。 
・自家用車での送迎の場合は、以下のルールに従ってください。 
・学校敷地内外における交通トラブルには、学校側として一切関知いたしません。安全確保にご留意ください。 

 
☆来賓駐車場使用時のルール 
・乗り降りは、来賓駐車場にて行う。ただし、駐車可能台数は 10台程度のため、時間の打ち合わせを密にし、長  
時間自家用車が待機することの無いようにする。 
・送迎時は学校正面南側郵便局前の進入口から入校し、そのまま塀に沿って北進し、来賓駐車場にて乗り降りす 
る。 
・右折での侵入は信号待ちの妨げとなるため禁止する。 
・下校時に来賓駐車場が満車の時は、職員駐車場に駐車する。この時、運転者が乗車していれば二重駐車で構 
 わない。 
・入り口付近は、出入りの妨げとなるため駐停車しない。 
・退出時は左折で北進する。右折は、信号により自動車が滞留し、渋滞の原因となるため禁止する。 
・路上で停車して駐車場が空くのを待つことは、歩行者通行の妨げになり大変危険であるとともに、交通渋滞の 
原因となるため禁止する。 
・コンビニエンスストアや病院、その他の施設駐車場を利用しての送迎は禁止する。 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左
折
で
進
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・車の出入りの妨げとなるため 

駐停車は禁止です。 

・下校時に来賓駐車場が満車

で入れないときは、職員駐車

場に駐車してください。二重駐

車で構いません。 

・路上駐車は危険ですので絶対

にしないでください。 

・生徒が歩行または自転車にて

通行します。 

・交差点から 5m以内の駐停車

は法令で禁止されています。 

北 

駐
停
車
禁
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駐停車禁止 

・正門前での送迎は禁止です。 

・横断歩道およびその端から 

5ｍ以内は法令で駐停車が禁

止されています。 


